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インターネット公売を実施します

問 駅南庁舎徴収課  0857-20-3432 0857-20-3403

参加申込開始　8 月 17 日（月）　13:00 〜
参加申込締切　9 月   1 日（火）　23:00 まで
※市税などの滞納により差押えた物件について、インタ

ーネット公売を実施します。日程、物件情報など詳し
くは、本市公式ホームページ（インターネット公売）、
ヤフー官公庁オークションでご確認ください。

8月は「道路ふれあい月間」
道路の不法占用はやめましょう

問 本庁舎道路課
 0857-20-3261  0857-20-3048

　毎年 8 月を「道路ふれあい月間」として、道
路を利用するみなさんに、道路とふれあい、道
路の役割や重要性を改めて認識していただき、
道路を常に広く、美しく、安全に利用していた
だくため、道路の愛護活動や道路の正しい利用
の啓発をおこなっています。
　道路はみなさんの財産ですので、人も車も安
全に通行できることが大切です。
　不法占用物件が設置されることにより、道路
の幅が狭くなり交通に支障を及ぼしたり、雨水
の排水不良などの原因となります。
　道路から駐車場乗入れブロックを道路に設置
する場合は、国・県・市町村等の道路管理者の
許可（段差解消のため切り下げする場合など）
を受ける必要があります。
　道路上に不法占用物件を設置されている場合
は、通行の妨げとなりますので、速やかに道路
敷地から撤去をお願いします。また、そのよう
な状況を見かけましたら道路課管理係までご連
絡ください

敷地外に樹木の張り出し

駐車場乗り入れブロック

路上駐車
植木鉢

《8月の番組ガイド》

いなば
ぴょんぴょんネット

情報をお寄せください！
　いなばぴょんぴょんネット  0857 ー 22 ー 6111
※放送内容は予告なく変更することがあります。
　番組の放送時間は、ホームページでも紹介しています。
　http://www.inabapyonpyon.net

いなばぴょんぴょんネット
自主制作番組

デジタル 12ch

　静止画文字情報
　『鳥取市からのお知らせ』【放送】毎週水・木・金・土

手話番組『手話でコミュニケーション』【放送】毎週日・月

　ニュースや話題、行事、お知らせを手話や字幕で
紹介します。

生活情報番組『ぴょんぴょんワイド』【放送】毎週火

　市内各地で開催されたイベントや講演会の模様を
お送りします。

地域情報番組『とっとりウオーキング』【放送】毎週日・月

　小学校の新1年生の元気な学校生活の様子を紹介
する「こんにちは1年生」や、市内各地の行事などを
紹介します。

農業番組『いなばアグリタイム』【放送】毎週水・木

　ブドウや梨など旬の農産物収穫の話題や、特産・砂丘
らっきょうの植え付け、栽培情報などをお送りします。

※番組の放送時間や内容はホームページまたはデジタル放送の
電子番組表（EPG）をご覧ください。

 122ch（第２放送）
　週替わりでリクエスト番組やイベント番組を再放送。
また、テレビでしゃんしゃん体操を毎日放送中！

　市民と行政がつながるTV「とっ とり知らせた
い！」。さまざまな情報をお送りしています。
　みなさんの知らせたい！情報も待っていま〜す。

【放送】毎週金・土

　鳥取しゃんしゃん祭や
砂の美術館3Dプロジェク
ションマッピングを紹介！
「鳥取のうまいで！」は
アイス。「元気です」は
地域おこし協力隊の松

まつもと

本
拓
た く や

也さん。「市役所探検」
は道路の謎に迫ります。
ぜひご覧ください♪

「とっとり知らせ隊」も見てね♪

みやっちえりっち

新
本
庁
舎
の
早
期
建
設
に
向
け
、

取
り
組
み
を
進
め
ま
す

問
本
庁
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庁
舎
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舎
の
機
能
に
つ
い
て
な
ど
、
お
寄
せ
い
た
だ
い

た
具
体
的
な
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、引
き
続
き
、

設
計
時
に
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
費
用
に
関
し
て
も
様
々
な
ご
意
見
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
も
、
設
計
や
工
事
な

ど
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
、
費
用
の
抑
制

に
努
め
て
い
き
ま
す
。

※
ご
意
見
の
概
要
お
よ
び
市
の
考
え
方
は
、
市

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

市
議
会
６
月
定
例
会
で
、
新
本
庁
舎
の
想
定

面
積
を
約
２
万
３
０
０
０
平
方
㍍
と
す
る
設
計

費
用
の
補
正
予
算
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

防
災
拠
点
と
な
る
新
本
庁
舎
の
建
設
は
急
が

れ
る
課
題
で
す
。
有
利
な
財
源
で
あ
る
合
併
特

例
債
の
活
用
期
限
（
平
成
32
年
３
月
末
）
も
見

据
え
、
速
や
か
に
設
計
に
取
り
か
か
り
ま
す
。

　

引
き
続
き
、
市
民
の
み
な
さ
ん
へ
の
丁
寧
な

情
報
提
供
に
努
め
る
と
と
も
に
、
広
く
ご
意
見

を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
事
業
の
前
進
に
向
け
て

取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

多
く
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

　

５
月
20
日
か
ら
６
月
15
日
ま
で
の
期
間
、

「
み
ん
な
で
つ
く
る　

と
っ
と
り
市
庁
舎
の
考

え
方
」
に
関
す
る
意
見
を
募
集
し
ま
し
た
。

１
９
３
人
の
み
な
さ
ん
か
ら
、
防
災
や
市
民

サ
ー
ビ
ス
な
ど
新
本
庁
舎
の
機
能
、建
設
計
画
、

建
設
費
、
財
源
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
り
様
々
な

ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◆
い
た
だ
い
た
ご
意
見
と
市
の
考
え
方

　

市
民
サ
ー
ビ
ス
関
係
（
Ｂ
）、
市
民
交
流
関

係
（
Ｄ
）
な
ど
、
新
本
庁
舎
の
機
能
に
関
す
る

ご
意
見
が
全
体
の
６
割
以
上
を
占
め
ま
し
た
。

　

今
年
５
月
に
取
り
ま
と
め
た
「
み
ん
な
で
つ

く
る
と
っ
と
り
市
庁
舎
の
考
え
方
」
を
設
計
の

基
と
な
る
計
画
内
容
と
し
て
決
定
し
、
新
本
庁

分類 件数
新
本
庁
舎
の
機
能

A　防災機能 25
B　窓口機能、ユニバーサルデザイン、駐車場など 179
C　議会機能、事務空間、情報化・セキュリティ 12
D　市民交流機能、外部空間 104
Ｅ　庁舎維持・運用管理、環境配慮 12

F　建設計画 56
G　建設費・財源 41
H　事業手法 4
Ｉ　スケジュール 9
J　その他（進め方、まちづくり、中核市への移行など） 79

【市民政策コメントでいただいたご意見の内訳】

お知らせ
コーナー 

中 核 市

vol.1
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庁
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核
市
推
進
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本
市
は
、
平
成
30
年
４
月
の
中
核
市
へ
の
移
行
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
「
中
核
市
」
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
す
る
コ
ー
ナ
ー
を
設

け
ま
し
た
。
今
後
も
、
定
期
的
に
中
核
市
の
こ
と
に
つ
い
て
分
か
り

や
す
く
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

中
核
市
を
め
ざ
す
背
景

　

国
は
、
人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
、
東
京
一

極
集
中
な
ど
を
解
消
し
、
地
方
を
元
気
に
す
る

取
り
組
み
の
１
つ
と

し
て
、
人
口
20
万
人
以

上
の
都
市
に
対
し
、
政

令
指
定
都
市
に
次
ぐ

権
限
を
持
つ
「
中
核

市
」
と
し
て
、
圏
域
を

リ
ー
ド
す
る
役
割
を

持
た
せ
る
地
方
自
治

法
の
改
正
を
行
い
ま

し
た
。
こ
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
の
は
、
山

陰
地
方
で
は
鳥
取
市

と
松
江
市
だ
け
で
す
。

　

鳥
取
市
は
、
将
来
の

山
陰
東
部
圏
域
の
発

展
を
め
ざ
し
、
昨
年
６

月
、
中
核
市
移
行
を
め

ざ
す
こ
と
を
表
明
し

ま
し
た
。
政
令
指
定
都

市
に
次
ぐ
都
市
と
な

る
こ
と
で
、
鳥
取
市
と

山
陰
東
部
圏
域
の
拠

点
性
を
高
め
、
社
会
基

盤
の
整
備
や
都
市
機
能
の
充
実
、
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
、
産
業
の
振
興
を
図
り
、
住
ん
で
よ

か
っ
た
、
い
つ
ま
で
も
暮
ら
し
た
い
鳥
取
市
を

つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。

【凡例】
政令指定都市

中核市
本年３月末時点で
特例市であった市
または中核市の要
件を満たす市

鳥取市

松江市

下関市

北九州市
福岡市

佐賀市 久留米市

熊本市

大分市

松山市 高知市

徳島市

高松市

広島市

呉市
福山市

倉敷市

岡山市
姫路市

和歌山市

奈良市

京都市

大津市

福井市

金沢市 富山市

岐阜市

加古川市

明石市 津市

四日市市

名古屋市

春日井市

豊田市
岡崎市

豊橋市

高槻市

神戸市 西宮市
宝塚市

豊中市

尼崎市

大阪市

堺市

東大阪市

茨木市

八尾市

寝屋川市

吹田市
枚方市

長崎市

浜松市

一宮市

岸和田市

西日本の主な都市


